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第１章 関係資料 

第 1 章 「総則」に記載する関係法令は次によるものとする。 
 水 防 法    （昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

― 終改正：平成二六年一一月一九日法律第一○九号 ― 

 （定義） 

第二条  この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村

（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水

防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

２  この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合

の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

３  この法律において「消防機関」とは、消防組織法 （昭和二十二年法律第二百二十六号）第

九条に規定する消防の機関をいう。 

消防組織法 （昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号） 
終改正：平成二五年六月十四日法律第四十四号

（消防機関） 

第九条  市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなけ

ればならない。  

一  消防本部  

二  消防署  

三  消防団  

４  この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消

防本部を置かない市町村にあっては、消防団の長をいう。  

５  この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダ

ム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十

六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）

の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための

活動に必要な河川管理者（河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）第七条 （同法第百条

第一項 において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項におい

て同じ。）及び同法第九条第二項 又は第五項 の規定により都道府県知事又は地方自治法 （昭

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長が河川法第九条第

二項 に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項 に規定する一級河川をいう。以

下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長の協力

並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

６  この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

７  この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれ

があるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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 （指定水防管理団体） 

第四条  都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することが

できる。 

 

（水防の機関）  

第五条  水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２  前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区

域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、

水防団を置かなければならない。  

３  水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 

（国の機関が行う洪水予報） 

第十条  気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められると

きは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、

新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に

周知させなければならない。 

２  国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪

水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気

象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した

後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河

川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、こ

れを一般に周知させなければならない。 

３  都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、

その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあっては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）

を通知しなければならない。 

 

（水位の通報及び公表）  

第十二条  都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のお

それがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場

合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の

状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２  都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通

報水位を超える水位であって洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府

県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の

水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 
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（国土交通大臣又は都道府県知事が行う水位情報の通知及び周知）  

第十三条  国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法 

（昭和三十九年法律第百六十七号）第九条第二項 に規定する指定区間外の一級河川（同法第四

条第一項 に規定する一級河川をいう。次項において同じ。）で洪水により国民経済上重大な損

害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位（警戒水位を超える水

位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、

当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県

知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければ

ならない。 

２  都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが

指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は

同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものと

して指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、

その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及

び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周

知させなければならない。 

３  都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなけれ

ばならない。 

 

（浸水想定区域）  

第十四条  国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減

を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本とな

る降雨により当該河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定す

るものとする。  

２  前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにして

するものとする。  

３  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令

で定めるところにより、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、

関係市町村の長に通知しなければならない。  

４  前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。  

 

（水防警報）  

第十六条  国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ

ると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河
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川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるお

それがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２  国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都

道府県知事に通知しなければならない。 

３  都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を

受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受

けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならな

い。 

４  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したと

きは、その旨を公示しなければならない。 

災害対策基本法 （昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号） 
終改正：平成一九年三月三一日法律第二一号

（市町村災害対策本部）  

第二十三条の二  市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場 

合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防

災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。  

２  市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもって充てる。  

３  市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を

置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防

吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。  

４  市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行

う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地

方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければなら

ない。  

一  当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。  

二  当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方 

針を作成し、並びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施すること。  

５  市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地

にあって当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部

を置くことができる。  

６  市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害

予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができ 

る。  

７  前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項

中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。  

８  前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で

定める。 
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（水防団及び消防機関の出動）  

第十七条  水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防

上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関

を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 
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第２章 関係資料 

第２章 「水防組織」に記載する関係法令は次によるものとする。 
気象業務法施行令 （昭和二十七年十一月二十九日政令第四百七十一号） 

終改正：平成二五年八月二六日政令第二四一号 

（一般の利用に適合する予報及び警報）  

第四条 法第十三条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表

の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

 【警報のみ抜粋】 

種 類 内 容 

気 象 警 報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 

地 震 動 警 報 地震動に関する警報 

火山現象警報 噴火、降灰等に関する警報 

地面現象警報 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報 

津 波 警 報 津波に関する警報 

高 潮 警 報 台風等による海面の異常上昇に関する警報 

波 浪 警 報 風浪、うねり等に関する警報 

浸 水 警 報 浸水に関する警報 

洪 水 警 報 洪水に関する警報 

 

消防組織法 （昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号） 
終改正：平成二五年一一月二九日法律第八八号

（消防の任務） 

第一条  消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、

災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。 
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第３章 関係資料 

第３章 「水防体制」に記載する関係法令は次によるものとする。 
気象業務法 （昭和二十七年六月二日法律第百六十五号） 

終改正：平成二五年五月三日法律第二三号

第十四条の二  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水

防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。  

２  気象庁は、水防法 （昭和二十四年法律第百九十三号）第十条第二項 の規定により指定さ

れた河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は

流量（はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその

水深）を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならな

い。  

３  気象庁は、水防法第十一条第一項 の規定により指定された河川について、都道府県知事と

共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を

しなければならない。  

４  第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合におい

て、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第

一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を

行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。  

５  第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事につい

ては、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。 
 

 
（応援）  

第二十三条  水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長 

若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求 

めに応じなければならない。  

２  応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動す

るものとする。  

３  第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担す

るものとする。 

４  前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と

当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

（決壊の通報）  

第二十五条  水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機 

関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 
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（立退きの指示）  

第二十九条  洪水、津波又は高潮によってはん濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防

管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければな

らない。  
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第４章 関係資料 

第４章第１項により「県知事が水防警報を行う指定河川海岸」は次のとおりとする。 

 

《大分県水防計画から引用》 

番 号 河 川 名 延 長 位 置 

Ａ－１ 堅 田 川 両岸 9,500m 佐伯市大字青山山口川合流点から佐伯市大字長良大越川合流点まで 

Ａ－２ 山 口 川 両岸 1,600m 堅田川合流点から山口地区まで 

Ａ－３ 床 木 川 両岸 4,700m 佐伯市弥生大字床木から大字大坂本の井崎川合流点まで 

Ａ－４ 久留須川 両岸 9,000m 佐伯市直川大字仁田原から大字上直見の間庭橋まで 

Ａ－５ 門 前 川 両岸 2,700m 佐伯市大字上岡市道橋角木橋から鶴岡町 2 丁目国道橋聖橋まで 

Ａ－６ 市 園 川 
左岸 1,100m 

右岸 1,700m 

佐伯市宇目大字千束字柿木 3018-2 地先から字淵上 2717-4 地先まで 

佐伯市宇目大字千束字ﾜﾗﾋﾞﾉ3144-1地先から字向前田654-4地先まで

Ａ－７ 炭 崎 川 両岸  300m 佐伯市弥生大字門田 

 

第４章第１項第１号イに示す「重要水防区域」は次のとおりとする。 

番 号 河 川 名 延 長 位 置 

Ｂ－１ 佐 伯 湾 250m 佐伯市大字葛 

Ｂ－２ 山 口 川 左岸  400m 佐伯市大字青山堅田川合流点から佐伯市大字青山口地区まで 

Ｂ－３ 久留須川 
左岸  600m 

右岸  500m 
佐伯市直川大字仁田原 312 から同 235 まで 

Ｂ－４ 門 前 川 両岸  200m 佐伯市大字鶴望（脇地区） 

Ｂ－５ 市 園 川 
左岸 1,300m 

右岸 2,000m 
佐伯市宇目大字千束 3018-2 地先から大字塩見園 30地先 

Ｂ－６ 炭 崎 川 両岸  300m 佐伯市弥生大字門田 
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第４章第１項第１号ウに示す「水防区域」は次のとおりとする。 

番 号 河 川 名 延 長 位 置 

Ｃ－１ 河 内 川 両岸  200m 佐伯市大字戸穴字河内 

Ｃ－２ 稲 垣 川 両岸  500m 佐伯市大字稲垣字稲垣 

Ｃ－３ 池 田 川 両岸 1,100m 佐伯市大字池田下久部水門から上久部公民館まで 

Ｃ－４ 勝海海岸   800m 佐伯市上浦大字 勝海浦 3549-1 から 3463-2 まで 

Ｃ－５ 小網代海岸     300m 佐伯市上浦大字 勝海浦 4928-3 から 4925-1 まで 

Ｃ－６ 提 内 川 両岸  450m 佐伯市弥生大字提内 

Ｃ－７ 広 瀬 川 両岸  150m 佐伯市弥生大字大坂本 

Ｃ－８ 番 匠 川 右岸  100m 佐伯市本匠大字堂ノ間字虫月 

Ｃ－９ 番 匠 川 左岸  150m 佐伯市本匠大字因尾 

Ｃ－10 番 匠 川 右岸  400m 佐伯市本匠大字井ノ上 

Ｃ－11 番 匠 川 右岸  150m 佐伯市本匠大字小半 

Ｃ－12 波寄津川 左岸  100m 佐伯市本匠大字宇津々 

Ｃ－13 北   川 両岸 1,100m 佐伯市宇目大字小野市 498-2 地先から同 834-4 まで 

Ｃ－14 塩 見 川 両岸  500m 佐伯市宇目大字塩見園 2897 地先から大字塩見園地先まで 

Ｃ－15 横 手 川 左岸  450m 佐伯市直川大字横川 1084 から同 1250 まで 

Ｃ－16 赤 木 川 右岸  300m 佐伯市直川大字赤木 2068 から 2109 まで 

Ｃ－17 猿鳴海岸 1,100m 佐伯市鶴見大字中越浦 

Ｃ－18 芳ヶ浦海岸     300m 佐伯市米水津大字浦代浦字芳ヶ浦 

Ｃ－19 楠 本 川 右岸  450m 佐伯市蒲江大字楠本浦 

Ｃ－20 河 内 川 両岸  160m 佐伯市蒲江大字蒲江浦 

Ｃ－21 畑野浦川 右岸  170m 佐伯市蒲江大字畑野浦 

Ｃ－22 正 金 川 右岸  150m 佐伯市蒲江大字楠本浦 

Ｃ－23 芹   川 右岸  250m 佐伯市蒲江大字丸市尾浦 

Ｃ－24 江   川 両岸  250m 佐伯市蒲江大字丸市尾浦 
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第４章第１項第１号エに示す「重要浸水区域」は次のとおりとする。 

番 号 河 川 名 延 長 位 置 

Ｅ－１ 稲 垣 川 両岸  500m 佐伯市大字稲垣 

Ｅ－２ 門 前 川 両岸 1,000m 佐伯市大字鶴望（脇地区） 

Ｅ－３ 木 立 川 
左岸  650m 

右岸  600m 
佐伯市大字木立字桟敷 

Ｅ－４ 大 越 川 
左岸 2,500m 

右岸 1,000m 
佐伯市大字長谷字下城 

Ｅ－５ 戸 穴 川 左岸  400m 佐伯市大字戸穴 

Ｅ－６ 提 内 川 
左岸  800m 

右岸  300m 
佐伯市弥生大字江良字石内から大字提内字柴原 

Ｅ－７ 市 園 川 
左岸  170m 

右岸  150m 
佐伯市宇目大字千束字下千束から字豊藤 

Ｅ－８ 炭 崎 川 両岸  500m 佐伯市弥生大字門田 

Ｅ－９ 中  川 右岸  100m 佐伯市中の島 1 丁目 

Ｅ－10 番 匠 川 右岸  900m 佐伯市上灘区 

Ｅ－11 番 匠 川 右岸 1,500m 佐伯市大字池田 

Ｅ－12 番 匠 川 右岸  800m 佐伯市大字稲垣 

Ｅ－13 番 匠 川 右岸  700m 佐伯市大字長谷 

Ｅ－14 津志河内川 右岸  600m 佐伯市大字長良 

Ｅ－15 津志河内川 左岸  500m 佐伯市大字堅田 

Ｅ－16 堅 田 川 右岸 1,300m 佐伯市大字堅田 

Ｅ－17 岡 山 川 両岸  700m 佐伯市大字木立 

Ｅ－18 楠 本 川 左岸  150m 佐伯市蒲江大字楠本浦 

Ｅ－19 梶屋敷川 両岸  200m 佐伯市蒲江大字畑野浦 

Ｅ－20 堅 田 川 右岸  250m 佐伯市大字長良 

Ｅ－21 番 匠 川 左岸  600m 佐伯市弥生大字小田 

Ｅ－22 久留須川 右岸  700m 佐伯市直川大字道越 
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第４章第１項第 2号に示す「国土交通大臣管理河川区間の重要水防箇所 (A)」は次のとおりとす

る。 

《防災業務計画書から抜粋》 
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国土交通大臣管理河川区間の「重要水防箇所 (B)」は次のとおりとする。 

重要水防箇所一覧表（Ｂ） 番 匠 川 水 系

番号 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

1 番匠川 佐伯市　灘地先 右岸
　　　  　　　　      +140
       1/400 ～ 1/600

420.0 堤防高Ｂ　　 積土俵工

2 番匠川 佐伯市　灘地先 右岸
     　  +195      +100
　 　　1/600 ～ 2/000

370.0 堤防高Ｂ　　 積土俵工

3 番匠川 佐伯市　灘地先 右岸
  +100      +100
2/200 ～ 2/400

237.0 堤防高Ｂ　　 積土俵工

4 番匠川 佐伯市　新女島地先 左岸
　　　　　     +100
2/400 ～ 2/800

448.0 漏水Ｂ 月の輪工

5 番匠川 佐伯市　新女島地先 左岸
  +100      +100
2/800 ～ 3/000

183.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

6 番匠川 佐伯市　新女島地先 左岸
         +100
　　　 3/000 ～ 3/400

321.0 漏水Ｂ 月の輪工

7 番匠川 佐伯市　稲垣地先 右岸
          +50
　　　 3/800 ～ 5/000

1,228.0 すべりＢ シート張り工

8 番匠川 佐伯市　稲垣地先 右岸
　　　　　     +100
5/000 ～ 5/000

104.0 すべりＢ、漏水Ｂ
シート張り工
月の輪工

9 番匠川 佐伯市　稲垣地先 右岸
        +100
　　　 5/000 ～ 5/400

340.0 すべりＢ シート張り工

10 番匠川 佐伯市　鶴岡地先 左岸
 +100 　    +100
5/000 ～ 5/200

227.0 すべりＢ シート張り工

11 番匠川 佐伯市　鶴岡地先 左岸
 +100 　    +100
5/200 ～ 5/400

248.0 堤防高Ｂ、すべりＢ
積土俵工
シート張り工

12 番匠川 佐伯市　稲垣地先 右岸 5/400 ～ 6/000 578.0 すべりＢ、漏水Ｂ
シート張り工
月の輪工

13 番匠川 佐伯市　鶴岡地先 左岸
  +100 　    +100
5/400 ～ 5/800

401.0 すべりＢ シート張り工

14 番匠川 佐伯市　鶴岡地先 左岸
 +33 　    +100
6/000 ～6/000

67.0 すべりＢ シート張り工

15 番匠川 佐伯市　稲垣地先 右岸
  +100      +130
6/200 ～ 6/400

237.0 すべりＢ シート張り工

16 番匠川 佐伯市　弥生門田地先 右岸
   +50  　    +80
8/600 ～ 9/800

1,198.0 すべりＢ シート張り工

17 番匠川 佐伯市　弥生平井地先 右岸
          +80
       9/800 ～ 10/800

930.0 すべりＢ、漏水Ｂ
シート張り工
月の輪工

18 番匠川 佐伯市　弥生白山地先 左岸
   +100          +49
12/200 ～ 12/400

156.0 堤防高Ｂ 積土俵工

19 番匠川 佐伯市　弥生尾岩地先 右岸
         +100        +100
     12/200 ～ 12/400

214.0
堤防高Ｂ、すべりＢ、漏水(B) 漏水の実績が
あり応急的な施工を実施している

積土俵工、シート
張り工、月の輪工

20 番匠川 佐伯市　弥生尾岩地先 右岸
         +100        +100
      12/400 ～ 12/600

209.5 堤防高Ｂ、すべりＢ
積土俵工
シート張り工

21 番匠川 佐伯市　弥生尾岩地先 右岸
         +100        +150
      12/600 ～ 12/800

248.5 すべりＢ シート張り工

22 番匠川 佐伯市　本匠笠掛地先 左岸
         +100        +100
      14/800 ～ 16/000

882.0 漏水Ｂ 月の輪工

23 番匠川 佐伯市　本匠下三股地先 右岸
         　　　        +184
      16/000 ～ 16/000

184.0 堤防高Ｂ 積土俵工

24 堅田川 佐伯市　上灘地先 右岸
  +110      　+70
 0/000 ～ 0/200

95.0 堤防高Ｂ 積土俵工

25 堅田川 佐伯市　長良地先 右岸
         +100        +50
       0/400 ～ 1/000

524.0 漏水Ｂ 月の輪工

26 堅田川 佐伯市　長良地先 右岸
          +50       +150
      1/000 ～ 1/200

296.0 漏水Ｂ 月の輪工

27 堅田川 佐伯市　長良地先 右岸
         +150        +50
       1/200 ～ 2/400

960.0 漏水Ｂ 月の輪工

28 井崎川 佐伯市　弥生蕨野地先 左岸
               +100
2/000 ～ 2/600

662.0 堤防高Ｂ 積土俵工

29 井崎川 佐伯市　弥生植松地先 左岸
　　　　+100       +100
　　　 3/000 ～ 3/200

167.0 堤防高Ｂ 積土俵工

30 井崎川 佐伯市　弥生植松地先 左岸
　　 　　 +90
　　　3/400 ～ 3/600

50.0 堤防高Ｂ 積土俵工

31 久留須川 佐伯市　本匠三股地先 左岸
               +43
0/000 ～ 0/600

633.0 堤防高Ｂ、すべりＢ
積土俵工
シート張り工

32 久留須川 佐伯市　本匠長崎地先 左岸
          +50       +140
       1/400 ～ 1/600

348.0 漏水Ｂ 月の輪工

33 久留須川 佐伯市　本匠長崎地先 左岸
  +140        +88
1/600 ～ 2/000

339.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

34 久留須川 佐伯市　本匠大良地先 右岸
 +176       +197
1/600 ～ 2/000

456.0 堤防高Ｂ 積土俵工

35 久留須川 佐伯市　直川千又地先 右岸
　　　 　+120      +100
　 　　3/400 ～ 3/600

213.0 堤防高Ｂ 積土俵工

36 久留須川 佐伯市　直川千又地先 右岸
　　 　　+100      +100
　 　　3/600 ～ 3/800

203.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

37 久留須川 佐伯市　直川千又地先 右岸
         +100      +105
      3/800 ～ 4/200

400.0 漏水Ｂ 月の輪工

38 久留須川 佐伯市　直川上の口地先 右岸
  +105　  　+190
4/200 ～ 4/600

510.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

39 久留須川 佐伯市　直川下直見地先 左岸
               +35
5/000 ～ 5/200

238.0 堤防高Ｂ 積土俵工

40 久留須川 佐伯市　直川新洞地先 左岸
 +100　  　+146
5/600 ～ 6/600

964.0 堤防高Ｂ 積土俵工

41 久留須川 佐伯市　直川籾崎地先 右岸
  +113        +33
5/600 ～ 5/800

128.0 堤防高Ｂ 積土俵工

42 久留須川 佐伯市　直川下直見地先 右岸
  +100       +160
6/400 ～ 7/600

1,108.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

43 久留須川 佐伯市　直川水口地先 左岸
          +50        +10
       7/200 ～ 7/400

202.0 漏水Ｂ 月の輪工

44 久留須川 佐伯市　直川水口地先 左岸
   +10        +43
7/400 ～ 7/800

436.0 堤防高Ｂ、漏水Ｂ
積土俵工
月の輪工

45 久留須川 佐伯市　直川水口地先 左岸
   +43       +65
7/800 ～ 8/000

85.0 堤防高Ｂ 積土俵工

46 久留須川 佐伯市　直川沖ノ津留地先 左岸
　　　 　+100
　　 　8/200 ～ 8/600

367.0 堤防高Ｂ 積土俵工

計 46 18,815.0
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国土交通大臣管理河川区間の「重要水防箇所（要注意）」は次のとおりとする。 

 

 

国土交通大臣管理河川区間の「重要水防箇所（重点区間）」は次のとおりとする。 
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第５章 関係資料 

第３章 「水防体制」に記載する関係法令は次によるものとする。 
水 防 法    （昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

― 終改正：平成二六年一一月一九日法律第一○九号― 

（都道府県知事が行う洪水予報）  

第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面

積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につい

て、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量

を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、

必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

２  都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するも

のとする。 

 

第５章 ６項にある「災害時の放送要請」については、次の様式による記載例のとおりとする。 
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第６章 関係資料 

第６章 第２項にある一般電話の非常取扱いについては次のとおりとする。 
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 第６章 第５項にある「ダム放流警報設備の利用要求書」の記載については、次の様式による記

載例のとおりとする。 
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第７章 関係資料 
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第８章 関係資料 

杭 板 その他

本庁舎倉庫 2,200 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

東町倉庫 4,400 250 43 4 4

堅田倉庫 1,600 150 600 650 27 3 3 3

上浦
振興局倉庫

600 0 100 7 2 2 5 3 2 2 5

弥生
振興局倉庫

1,200 1 1 3 1 3 1 5 2 1

本匠
振興局倉庫

800 4 2 30 16 2 1 3 9 5 5 6 5 2

本匠振興局
因尾出張所

200 5 2

宇目
振興局倉庫

500 0 2 10 2 1 2 2 2 5 6 2

直川
振興局倉庫

700 12 1 1

鶴見
振興局倉庫

1,200 2 10 2 7 3 4

米水津
振興局倉庫

700 0 100 3 4 1

蒲江
振興局倉庫

400 200m 6 1 1 1 1

南部建設倉庫 10 1 0 1 8 4 1 1

西上浦地区
公民館

33 0 15 20 20 1 2 4

八幡地区
公民館

500 10 40 5 1 0 50 15 1

上堅田地区
公民館

400 10

木立地区
公民館

100 11 1 2 1 1

青山地区
公民館

0 0 0 0

大入島公民館 50 3

鶴岡地区
公民館

500 12

佐伯地区
公民館

0 0

渡町台地区
公民館

10 1 1

上浦地区
公民館

5 5 5 10 18 2 3

本匠地区
公民館

2 8 4 1 1 2 2 2

宇目地区
公民館

直川地区
公民館

10 10 5 0 5 1 2

米水津地区
公民館

0 20 1 1 2 1 1

佐伯
土木事務所

小300
大40

0 0
1巻

(100m)
30 30 4 4 5 20 4 0 3

国土交通省
佐伯出張所

5 8 6 4 3 1 8 3

国土交通省
佐伯維持
出張所

86 5 1 2
大4
小8

1

国土交通省
鶴岡倉庫

大型90
2,400

3
防水

マット

10 2 22 8 2 4 5 4 4 8 1

国土交通省
弥生水防

倉庫

大型90
4,000

国土交通省
三股水防

倉庫

大型60
4,000

佐伯市
本匠三股

佐　伯
出張所

佐　伯
出張所

本匠地区

佐伯市
鶴岡町

佐　伯
出張所

佐　伯
出張所

佐伯地区

佐伯市
弥生町小倉

佐　伯
出張所

佐　伯
出張所

弥生地区

佐伯市城南
佐　伯
出張所

佐　伯
出張所

佐伯地区

佐伯市弥生町
井崎

佐　伯
出張所

佐　伯
出張所

佐伯地区

米水津大字浦
代浦1239番地2

佐伯市長 佐　伯　市 米水津地区

佐伯市
長島町

佐伯土木
事務所長

総務課長 管内全域

宇目大字千束
1060番地1

佐伯市長 佐　伯　市 宇目地区

直川大字赤木
74番地1

佐伯市長 佐　伯　市 直川地区

上浦大字浅海
井浦144番地5

佐伯市長 佐　伯　市 上浦地区

本匠大字字
津々2001番地

佐伯市長 佐　伯　市 本匠地区

中の島2丁目20
番26号

佐伯市長 佐伯市城南分団長 大入島地区

野岡町2丁目12
番14号

佐伯市長 佐伯市城北分団長 渡町台地区

佐伯市大字久
保浦1062番地

佐伯市長 大入島分団長 大入島地区

大字鶴望2525
番地12

佐伯市長 鶴岡分団長 大入島地区

佐伯市大字木
立890番地

佐伯市長
佐伯市

木立分団長
木立地区

佐伯市大字青
山5463番地1

佐伯市長
佐伯市

青山分団長
青山地区

佐伯市大字戸
穴331番地

佐伯市長
佐伯市

八幡分団長
八幡地区

佐伯市大字長
谷9682番地11

佐伯市長
佐伯市

上堅田分団長
上堅田地区

蒲江大字蒲江
浦4491番地72

佐伯市長 佐伯市 市内全域

佐伯市狩生
1557番地3

佐伯市長
佐伯市

西上浦分団長
西上浦地区

米水津大字浦
代浦1239番地2

佐伯市長 佐伯市 市内全域

蒲江大字蒲江
浦3283番地

佐伯市長 佐伯市 市内全域

直川大字赤木
105番地

佐伯市長 佐伯市 市内全域

鶴見大字地松
浦2008番地6

佐伯市長 佐伯市 市内全域

本所大座堂ノ
間1061番地

佐伯市長 佐伯市 市内全域

宇目大字千束
1060番地1

佐伯市長 佐伯市 市内全域

弥生大字上小
倉656番地1

佐伯市長 佐伯市 市内全域

本匠大字波寄
2685番地

佐伯市長 佐伯市 市内全域

大字長良539番
地

佐伯市長 佐伯市 市内全域

上浦大字津井
浦1400番地3

佐伯市長 佐伯市 市内全域

中村南町
1番1号

佐伯市長 佐伯市 市内全域

東町12147番地
12

佐伯市長 佐伯市 市内全域

照

明
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鍵　保　管　者
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水防用備蓄資材の状況

水防倉庫名 位　　　置

空

俵
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カ
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木材等

 



-  - 26

 



-  - 27

水 防 法    （昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

― 終改正：平成二六年一一月一九日法律第一○九号― 

（公用負担）  

第二十八条  水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは

収用し、車両その他の運搬用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができ

る。 

２  水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償

しなければならない。 

（立退きの指示） 

第二十九条  洪水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域

の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。

水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなけ

ればならない。 

（水防訓練） 

第三十二条の二  指定管理団体は、毎年水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わ

なければならない。 

２  指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防 

訓練を行うよう努めなければならない。 
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公 用 負 担 命 令 権 限 書 

 

                              消防団 

                              分団長 

 

上記の者に   地区における水防法第 28 条第 1 項の権限行使を委任したことを証明する。

 

 

年  月  日 

 

                          水防管理者 西 嶋 泰 義 印 

 

 

 

 

 

 

 

第  号 

公 用 負 担 命 令 書 

 

目的物種類 

使用     収用     処分 

負担の内容 

 

 

年  月  日 

 

                 水防管理者 西 嶋 泰 義 印 

殿 
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